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子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付
金
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か
？

児
童
1
人
当
た
り
5
万

円
が
受
け
取
れ
ま
す
。

お
早
目
に
支
給
要
件
を

ご
確
認
く
だ
さ
い
！

■
支
給
対
象
者

【
ひ
と
り
親
世
帯
】

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

要
件
に
該
当
し
て
い
る

児
童
を
養
育
す
る
父
母

等
で
次
の
Ⅰ
Ⅱ
の
い
ず

れ
か
に
該
当
す
る
方

Ⅰ
公
的
年
金
等
を
受
給

し
て
い
る
こ
と
に
よ

り
、
令
和
3
年
4
月
分

の
児
童
扶
養
手
当
の
支

給
を
受
け
て
い
な
い
方

Ⅱ
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
の
感
染
症
の
影
響
に

よ
り
収
入
が
急
変
し
、

児
童
扶
養
手
当
を
受
給

し
て
い
る
方
と
同
じ
水

準
と
な
っ
た
方

【
ひ
と
り
親
世
帯
以
外

の
世
帯
】

令
和
3
年
3
月
31
日
時

点
で
18
歳
未
満(

障
害

児
の
場
合
、20
歳
未
満)

の
児
童
を
養
育
す
る
父

母
等
で
次
の
①
②
の
い

ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

①
高
校
生
の
み
養
育
し

て
お
り
、
住
民
税
非
課

税
ま
た
は
収
入
が
急
変

し
た
方

②
令
和
3
年
度
住
民
税

は
課
税
だ
が
、
新
型
コ

ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
に
よ
り
令
和
３

年
１
月
１
日
以
降
の
収

入
が
急
変
し
、 

住
民
税

非
課
税
相
当
の
収
入
と

な
っ
た
方

■
支
給
手
続
き

令
和
4
年
2
月
28
日
㈪

迄
に
申
請
が
必
要
で

す
。

　■お問合わせ先　 町民生活課児童母子係　☎ 0997 － 72 － 1060

令
和
３
年
度
子
育
て
世
帯
へ
の

臨
時
特
別
給
付
金
支
給
の
ご
案
内

子
育
て
世
帯
の
生
活
を
支

援
す
る
た
め
に
、
一
時
金

を
支
給
し
ま
す
!

■
支
給
対
象
者

①
令
和
３
年
9
月
分
の
児

童
手
当(

本
則
給
付)
を

受
給
し
て
い
る
方

※
特
例
給
付
の
受
給
者
は

支
給
対
象
者
に
は
な
り
ま

せ
ん
。

※
特
例
給
付
の
受
給
者
と

は
、
令
和
2
年
の
所
得
が

児
童
手
当
の
所
得
制
限
限

度
額
以
上
で
あ
る
方

（
児
童
1
人
あ
た
り
月
額

一
律
５
，
０
０
０
円
が
支

給
さ
れ
る
方
）
を
い
い
ま

す
。

②
9
月
30
日
時
点
で
高
校

生(

平
成
15
年
4
月
2
日

～
平
成
18
年
4
月
1
日

生
ま
れ)

を
養
育
し
て
い

る
保
護
者(

保
護
者
の
所

得
が
児
童
手
当(

本
則
給

付)

の
支
給
対
象
と
な
る

金
額
と
同
等
未
満
の
方)

③
10
月
以
降
令
和
4
年
3
月

31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

手
当(

本
則
給
付)

の
支
給

対
象
児
童(

新
生
児)

を
養

育
し
て
い
る
保
護
者

■
支
給
額

児
童
1
人
当
た
り
10
万
円

■
支
給
手
続
き

▼
申
請
が
必
要
な
方(

様
式

は
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。)

Ⅰ
令
和
３
年
9
月
分
の
児
童

手
当
が
支
給
さ
れ
た
公
務
員

の
方

Ⅱ
高
校
生
の
み
養
育
し
て
い

る
方

Ⅲ
10
月
以
降
令
和
4
年
3
月

31
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
児
童

手
当
の
支
給
対
象
児
童
（
新

生
児
）

▼
申
請
不
要
な
方(

対
象
者

に
は
支
給
済
で
す
。)

Ⅳ
令
和
３
年
9
月
分
の
児
童

手
当
が
支
給
さ
れ
た
公
務
員

以
外
の
方

　■お問合わせ先　 町民生活課児童母子係　☎ 0997 － 72 － 1060

「企業版ふるさと納税」のお礼
　■お問合わせ先　 企画課産業立地係 ☎ 0997 － 72 － 1112

株式会社　丸嘉（東京都）様より、

本町が実施する「瀬戸内町まち・ひと・しごと創生推進計画」を

応援するためにご寄附をいただきました。

誠に感謝申し上げます。
瀬戸内町長　鎌田　愛人
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瀬
戸
内
消
防
分
署
か
ら

「
令
和
４
年
消
防
出
初
式
」
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

　■お問合わせ先　 大島地区消防組合　瀬戸内消防分署警防係　☎ 0997 － 72 － 1190

令
和
４
年
消
防
出
初
式

に
つ
い
て
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

令
和
４
年
消
防
出
初
式

は
、
規
模
を
縮
小
し
消

防
車
両
の
み
の
市
街
地

広
報
パ
レ
ー
ド
と
表
彰

伝
達
式
の
開
催
と
な
り

ま
す
。

ま
た
、
表
彰
伝
達
式
に

お
い
て
は
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
感
染
症
予
防

対
策
の
観
点
か
ら
、
関

係
者
の
み
で
の
実
施
と

な
っ
て
お
り
ま
す
こ
と

を
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

■
日
時

令
和
４
年
１
月
６
日
㈭

午
前
10
時
～
11
時
30
分

瀬
戸
内
町
子
ど
も
文
化
祭
の
ご
案
内

■お問合せ先　瀬戸内町子ども文化祭実行委員会事務局　担当：大里　☎ 0997 － 72 － 1117
　　　　　　　　　　　瀬戸内町教育委員会社会教育課　　　　　　　☎ 0997 － 72 － 2905

瀬
戸
内
町
子
ど
も
文
化
祭

を
開
催
し
ま
す
。
子
ど
も

達
の
、
日
頃
の
成
果
を
ご

家
族
そ
ろ
っ
て
観
に
来
て

く
だ
さ
い
。

■
日
時

⑴
作
品
展
示
発
表

令
和
４
年
１
月
22
日
㈯
・

23
日
㈰
９
時
～
20
時

（
23
日
最
終
日
は
16
時
ま

で
の
予
定
）

⑵
舞
台
発
表

令
和
４
年
１
月
23
日
㈰

13
時
30
分
～
16
時（
予
定
）

■
場
所

瀬
戸
内
町

き
ゅ
ら
島
交
流
館

■
発
表
内
容

⑴
作
品
展
示
の
部

書
道
・
絵
画
・
写
真
な
ど

（
予
定
）

⑵
舞
台
発
表
の
部

郷
土
芸
能
・
島
唄
・
三
味

線
・
器
楽
合
唱
・
日
舞
・

社
交
ダ
ン
ス
・
ピ
ア
ノ
な

ど
（
予
定
）

■
主
催

瀬
戸
内
町
文
化
協
会

■
そ
の
他

※
本
町
に
お
い
て
、
令
和

４
年
１
月
10
日
㈪
以
降
に

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感

染
者
が
確
認
さ
れ
た
場
合

は
中
止
し
ま
す
。

※
感
染
拡
大
防
止
の
た

め
、
入
場
制
限
を
行
う
場

合
が
あ
り
ま
す
。

※
高
熱
（
３
７
．
５
度
以

上
）
の
方
は
、
見
学
を
ご

遠
慮
く
だ
さ
い
。
ま
た
、

入
場
の
際
に
は
マ
ス
ク
着

用
と
手
指
の
消
毒
等
の
御

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

あ
な
た
の
そ
ば
で
県
議
会
」

（
大
島
地
域
）
の
開
催

　■お問合わせ先　 鹿児島県議会事務局総務課　☎ 099 － 286 － 5013　FAX 099 － 286 － 5655

県
議
会
で
は
、
議
員
が
地
域

に
出
向
き
、
県
民
と
諸
課
題

な
ど
に
つ
い
て
意
見
交
換
を

行
う
「
あ
な
た
の
そ
ば
で
県

議
会
」（
大
島
地
域
）
を
開

催
し
ま
す
。（
入
場
無
料
）

※
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の

感
染
状
況
等
に
よ
り
延
期
さ

せ
て
い
た
だ
く
場
合
も
あ
り

ま
す
。

参
加
時
は
、
マ
ス
ク
の
着
用

を
お
願
い
し
ま
す
。

■
日
時

令
和
４
年
２
月
５
日
㈯

13
時
～
15
時

■
場
所

和
泊
町
（
防
災
拠
点
施
設
）

や
す
ら
ぎ
館

■
内
容

テ
ー
マ

「
あ
な
た
の
考
え
る
大
島
地

域
の
振
興
策
」

■
場
所

〇
パ
レ
ー
ド

〇
表
彰
伝
達
式

き
ゅ
ら
島
交
流
館

古
仁
屋
漁
協
施
設(

野
積
場
）

　
↓

コ
ー
ラ
ル
橋
（
右
折
）

　
↓

交
番
前

　
↓

ニ
シ
ナ
電
気
（
右
折
）

　
↓
中
央
通
り

郵
便
局
（
右
折
）

　
↓

大
島
石
油
（
左
折
）

　
↓

き
ゅ
ら
島
交
流
館
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国民年金は、年を取ったとき、病気や事故で障害が残ったとき、家族の働き手が亡くなったときに、
働いている世代みんなで支えようという考えで作られた仕組みです。
20 歳以上 60 歳未満の方は加入することが義務付けられており、20 歳になると日本年金機構から
国民年金加入のお知らせが届きます。

～ 新成人の皆さんへ　20 歳になったら国民年金 ～

国民年金の
ポイント

国民年金は 20 歳から 60 歳までの方が加入し、保険料を納める制度です。
国が責任を持って運営するため、安定していますし、年金の給付は生涯にわたって保障
されます。

国民年金

保険料の

お支払い

国民年金第 1 号被保険者及び任意加入被保険者の 1 カ月当たりの保険料は 16,610 円で
す。（令和３年度）

学生納付
特例制度

と
納付猶予

制度

学生の方は、ご本人の所得が一定額以下の場合、世帯主の所得にかかわらず保険料の納付が
猶予される制度です。
対象となる学生は、学校教育法に規定する大学、大学院、高等学校、高等専門学校、専修学
校及び各種学校（就業年限１年以上である課程）、一部の海外大学の日本分校に在学する方
です。

上記の国民年金制度の内容やメリットなどに関する動画はこちら ⇒

将来の大きな支えになります。

国民年金は、年をとったときの老齢基礎年金のほか、障害年金や遺族年金もあります。
障害年金は、病気や事故で障害が残ったときに受け取れます。
また、遺族年金は加入者が死亡した場合、その加入者により生計を維持されていた遺族
(「子のある配偶者」や「子」) が受け取れます。

老後のためだけのものではありません !

国民年金の保険料

｢付加年金制度｣ があります！
定額保険料（16,610 円）に月額 400 円の付加保険料を上乗せして納めると、将来の老齢
基礎年金に付加年金が加算され、年金額を多く受け取れます。

｢前納割引制度｣ があります！
保険料をまとめて前払い（ 前 納 ）すると、割引が適用されるのでおトクです。

口座振替・クレジットカードでのお支払い
口座振替を利用すると、金融機関に行く手間と時間が省け、納め忘れも防ぐことができます。
さらに、｢早割（当月末納付）｣ や「前納」で納めると、保険料が割引されます。
※ 付加年金及び前納は申出月からの開始となりますので、20 歳到達月（20 歳の誕生日の
　 前日が含まれる月）からの納付を希望される場合は、20 歳到達中にお申し出ください。

｢学生納付猶予制度｣

｢納付猶予制度｣
学生でない 50 歳未満の方で、ご本人及び配偶者の前年所得が一定額以下の場合に保険
料の納付が猶予される制度です。
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　■お問合わせ先　町民生活課生活環境係　☎ 0997 － 72 － 1060

野焼きは禁止されています
野焼きは廃棄物処理法により、一部の例外を除いて禁止されています。
これは、野焼きがダイオキシンや有害ガスの発生原因になるだけでなく、煙や悪臭の発生により、まわりの
人に迷惑をかけてしまうためです。

ごみを焼却できるのは、廃棄物処理法第 16 条の 2 で定められた下記の場合のみです。

1. 法律で定められた廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微で
　ある廃棄物の焼却として政令で定めるもの

違反した場合には、5 年以下の懲役若しくは 1,000 万以下の罰金 ( 法人の場合は 3 億円以下の罰金 )、
又はその両方の罰則が設けられています。

野焼き禁止の例外について
野焼き禁止の例外は、下記のとおり廃棄物処理法施行令第 14 条により定められています。
しかしこれらの焼却であっても、むやみに焼却してもいいというわけではなく、煙や悪臭などで周辺から
苦情が来る場合には、指導の対象となりますので必要最小限にとどめてください。

▷国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
例：河川管理者による河川管理を行うための伐採した草木等の焼却
　　海岸管理者による海岸の管理を行うための漂着物等の焼却

▷震災、水害、火災、その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
例：災害時における木くず等の焼却
　　道路管理のために剪定した木の枝等の焼却

▷風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
例：どんと焼き等の地域の行事における不要になった門松やしめ縄等の焼却

▷農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
例：農業者が行う稲わら等の焼却例
　　林業者が行う伐採した木の枝等の焼却
　　漁業者が行う漁網に付着した海産物の焼却

▷たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
例：たき火、キャンプファイヤーなど行う際の木くず等の焼却

※「たき火」や「キャンプファイヤー」などの軽微な廃棄物の焼却は例外で認められていますが、
　　その際にビニールやプラスチック類を焼却することは禁止されています。


